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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　面談を支援するための表示装置において、
　撮像画像に含まれる人物の顔を検出する画像検出部と、
　前記画像検出部により前記顔が検出された場合、検出された前記顔を有する人物が第１
の人物か否かを判定する判定部と、
　前記画像検出部による検出結果、および前記判定部による判定結果に応じて、前記第１
の人物に提示するための表示の有無を切り替える制御を行う表示制御部と、
　前記表示装置の移動を検出する移動検出部と、
を備え、
　前記表示制御部は、前記移動検出部により検出された前記表示装置の移動量が閾値以上
である場合に、前記第１の人物に提示するための表示が画面に含まれないようにする制御
を行う、表示装置。
【請求項２】
　前記画像検出部は人物の顔の数を検出し、
　前記表示制御部は、前記画像検出部が検出する顔の数に応じて、前記第１の人物に提示
するための表示の有無を切り替える制御を行う、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記顔の数が１であり、かつ、検出された前記顔を有する人物が前
記第１の人物であると判定された場合、前記第１の人物に提示するための画面を表示する
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制御を行う、請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記判定部は、前記画像検出部により検出された顔と前記第１の人物の顔とを比較する
ことにより検出された前記顔を有する人物が第１の人物か否かを判定する、請求項１～３
のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記人物の識別情報を含む識別体を読み取る識別体読取部をさらに備え、
　前記判定部は、読み取られた前記識別体に含まれる識別情報が前記第１の人物の識別情
報であるか否かを判定する、請求項１～４のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記判定部は、前記画像検出部により検出された顔と、前記識別体読取部により読み取
られた前記第１の人物の識別体に含まれる識別情報に対応する前記第１の人物の顔とを比
較することにより、検出された前記顔を有する人物が第１の人物か否かを判定する、請求
項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記判定部は、前記人物の識別情報を含む識別体において、前記撮像画像に含まれる前
記識別体の前記識別情報を表示する識別表示部を検出し、検出された前記識別表示部の表
示する識別情報に基づいて、前記撮像画像に含まれる人物が前記第１の人物であるか否か
を判定する、請求項１～６のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記判定部は、前記識別表示部の表示する識別情報が前記第１の人物の識別情報と同一
であるか否かを判定する、請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記判定部は、前記画像検出部により検出された顔と、前記識別表示部により表示され
る前記第１の人物の識別情報に対応する前記第１の人物の顔とを比較することにより、検
出された前記顔を有する人物が第１の人物か否かを判定する、請求項８に記載の表示装置
。
【請求項１０】
　前記画像検出部は前記人物の顔の位置を検出し、
　前記判定部は、前記顔の位置に基づいて設定される検出領域において、前記識別表示部
を検出する、請求項７～９のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記識別表示部は二次元コードを含む、請求項７～１０のいずれか一項に記載の表示装
置。
【請求項１２】
　前記識別表示部は発光体を含み、
　前記判定部は、前記発光体の示す発光パタンを検出し、検出された前記発光パタンに対
応する前記識別情報が前記第１の人物の識別情報であるか否かを判定する、請求項７～１
０のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記表示制御部は、前記第１の人物に提示するための画面、または第２の人物に提示す
るための画面のいずれかを表示する制御を行う、請求項１～１２のいずれか一項に記載の
表示装置。
【請求項１４】
　面談を支援するための表示装置を用いる表示方法において、
　撮像画像に含まれる人物の顔を検出するステップと、
　前記顔が検出された場合、検出された前記顔を有する人物が第１の人物か否かを判定す
るステップと、
　前記検出の結果、および前記判定の結果に応じて、前記第１の人物に提示するための表
示の有無を切り替える制御を行うステップと、
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　前記表示装置の移動を検出するステップと、
を含み、
　前記表示の有無を切り替える制御を行うステップは、検出された前記表示装置の移動量
が閾値以上である場合に、前記第１の人物に提示するための表示が画面に含まれないよう
にする制御を行う、表示方法。
【請求項１５】
　面談を支援するためのプログラムにおいて、
　コンピュータを、表示装置であって、
　撮像画像に含まれる人物の顔を検出する画像検出部と、
　前記画像検出部により前記顔が検出された場合、検出された前記顔を有する人物が第１
の人物か否かを判定する判定部と、
　前記画像検出部による検出結果、および前記判定部による判定結果に応じて、前記第１
の人物に提示するための表示の有無を切り替える制御を行う表示制御部と、
　前記表示装置の移動を検出する移動検出部と、
を備え、
　前記表示制御部は、前記移動検出部により検出された前記表示装置の移動量が閾値以上
である場合に、前記第１の人物に提示するための表示が画面に含まれないようにする制御
を行う、表示装置として機能させるための、プログラム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置、表示方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医師、看護師、または管理栄養士等の医療従事者が患者と面談を行う際に、患者の健康
状態や生活習慣を改善するための情報を参考にしながら説明等を行う場面が想定される。
例えば、医療従事者および患者は、ディスプレイ等の表示装置に表示された患者に関する
情報を閲覧することにより、より効果的な面談を行うことができる。
【０００３】
　しかしこの場合、表示端末に表示される情報は、医療従事者にとっては必要な情報であ
るが、患者にとっては不必要な情報、または患者には開示すべきではない情報が含まれて
いる可能性が存在する。
【０００４】
　そのため、近年、一の表示装置において、医療従事者または患者のいずれか一方に対し
て適切な情報を表示する技術が開発されてきた。例えば、下記特許文献１には、視点に応
じて異なる情報を表示することが可能なデュアルビューディスプレイを用いた表示装置で
あって、各々人物の存在する方向にそれぞれ対応する人物向けの情報を表示する制御を行
う技術が開示されている。かかる構成により、医療従事者と患者は、所定の位置に座るこ
とで、一の表示装置を用いて互いに異なる情報を閲覧することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－４２７１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、デュアルビューディスプレイによる表示の視野角は限られている。そのため、
表示装置に対して限られた位置において情報を閲覧する必要があるので、利用時における
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空間的な制約が大きくなる。よって、表示装置に表示された情報の閲覧を閲覧者が任意の
場所で行うことが困難であった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、閲覧者ごとに適した情報を任意の場所で閲覧することが可能な、新規かつ改良された
表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、面談を支援するための表示装
置において、撮像画像に含まれる人物の顔を検出する画像検出部と、上記画像検出部によ
り上記顔が検出された場合、検出された上記顔を有する人物が第１の人物か否かを判定す
る判定部と、上記画像検出部による検出結果、および上記判定部による判定結果に応じて
、上記第１の人物に提示するための表示の有無を切り替える制御を行う表示制御部と、前
記表示装置の移動を検出する移動検出部と、を備え、前記表示制御部は、前記移動検出部
により検出された前記表示装置の移動量が閾値以上である場合に、前記第1の人物に提示
するための表示が画面に含まれないようにする制御を行う、表示装置が提供される。
 
【０００９】
　上記画像検出部は人物の顔の数を検出し、上記表示制御部は、上記画像検出部が検出す
る顔の数に応じて、上記第１の人物に提示するための表示の有無を切り替える制御を行っ
てもよい。
【００１０】
　上記表示制御部は、上記顔の数が１であり、かつ、検出された上記顔を有する人物が上
記第１の人物であると判定された場合、上記第１の人物に提示するための画面を表示する
制御を行ってもよい。
【００１１】
　上記判定部は、上記画像検出部により検出された顔と上記第１の人物の顔とを比較する
ことにより検出された上記顔を有する人物が第１の人物か否かを判定してもよい。
【００１３】
　上記表示装置は、上記人物の識別情報を含む識別体を読み取る識別体読取部をさらに備
え、上記判定部は、読み取られた上記識別体に含まれる識別情報が上記第１の人物の識別
情報であるか否かを判定してもよい。
【００１４】
　上記判定部は、上記画像検出部により検出された顔と、上記識別体読取部により読み取
られた上記第１の人物の識別体に含まれる識別情報に対応する上記第１の人物の顔とを比
較することにより、検出された上記顔を有する人物が第１の人物か否かを判定してもよい
。
【００１５】
　上記判定部は、上記人物の識別情報を含む識別体において、上記撮像画像に含まれる上
記識別体の上記識別情報を表示する識別表示部を検出し、検出された上記識別表示部の表
示する識別情報に基づいて、上記撮像画像に含まれる人物が上記第１の人物であるか否か
を判定してもよい。
【００１６】
　上記判定部は、上記識別表示部の表示する識別情報が上記第１の人物の識別情報と同一
であるか否かを判定してもよい。
【００１７】
　上記判定部は、上記画像検出部により検出された顔と、上記識別表示部により表示され
る上記第１の人物の識別情報に対応する上記第１の人物の顔とを比較することにより、検
出された上記顔を有する人物が第１の人物か否かを判定してもよい。
【００１８】
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　上記画像検出部は上記人物の顔の位置を検出し、上記判定部は、上記顔の位置に基づい
て設定される検出領域において、上記識別表示部を検出してもよい。
【００１９】
　上記識別表示部は二次元コードを含んでもよい。
【００２０】
　上記識別表示部は発光体を含み、上記判定部は、上記発光体の示す発光パタンを検出し
、検出された上記発光パタンに対応する上記識別情報が上記第１の人物の識別情報である
か否かを判定してもよい。
【００２１】
　上記表示制御部は、上記第１の人物に提示するための画面、または第２の人物に提示す
るための画面のいずれかを表示する制御を行ってもよい。
【００２２】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、面談を支援するための
表示装置を用いる表示方法において、撮像画像に含まれる人物の顔を検出するステップと
、上記顔が検出された場合、検出された上記顔を有する人物が第１の人物か否かを判定す
るステップと、上記検出結果、および上記判定結果に応じて、上記第１の人物に提示する
ための表示の有無を切り替える制御を行うステップと、前記表示装置の移動を検出するス
テップと、を含み、前記表示の有無を切り替える制御を行うステップは、検出された前記
表示装置の移動量が閾値以上である場合に、前記第1の人物に提示するための表示が画面
に含まれないようにする制御を行う、表示方法が提供される。
 
【００２３】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、面談を支援するための
プログラムにおいて、コンピュータを、表示装置であって、撮像画像に含まれる人物の顔
を検出する画像検出部と、上記画像検出部により上記顔が検出された場合、検出された上
記顔を有する人物が第１の人物か否かを判定する判定部と、上記画像検出部による検出結
果、および上記判定部による判定結果に応じて、上記第１の人物に提示するための表示の
有無を切り替える制御を行う表示制御部と、前記表示装置の移動を検出する移動検出部と
、を備え、前記表示制御部は、前記移動検出部により検出された前記表示装置の移動量が
閾値以上である場合に、前記第1の人物に提示するための表示が画面に含まれないように
する制御を行う、表示装置として機能させるための、プログラムが提供される。
【発明の効果】
【００２４】
　以上説明したように本発明によれば、閲覧者ごとに適した情報を任意の場所で閲覧する
ことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示システムの概要を示す図である。
【図２】管理栄養士に提示するための情報を含む表示画面の一例を示す図である。
【図３】患者に提示するための情報を含む表示画面の一例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る表示装置の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る制御部の有する構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る表示制御部による表示制御の処理フローを示すフ
ローチャートである。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る表示装置の第１の使用例を示す図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る表示装置の第２の使用例を示す図である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る表示装置の第３の使用例を示す図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係る表示装置の第４の使用例を示す図である。
【図１１】本発明の第１の実施形態に係る表示装置の第５の使用例を示す図である。
【図１２】本発明の第１の実施形態に係る表示装置の動作例を示すフローチャートである
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。
【図１３】本発明の第２の実施形態に係る制御部の有する構成を示すブロック図である。
【図１４】本発明の第２の実施形態に係るカードの一例を示す図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態に係る撮像部により生成された撮像画像の一例を示す
図である。
【図１６】本発明の第２の実施形態に係るカードの変形例を示す図である。
【図１７】本発明の第２の実施形態に係る表示装置の動作例を示すフローチャートである
。
【図１８】本発明の実施形態に係る表示装置のハードウェア構成例を示すブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２７】
　＜１．表示システムの概要＞
　図１は、本発明の一実施形態に係る表示システム１の概要を示す図である。図１を参照
すると、表示システム１は、サーバ２、および表示装置１０を備える。表示装置１０は、
人物Ｐ１およびＰ２により使用される装置である。また、人物Ｐ１は、カード３を所持し
ている。なお、本明細書においては、人物Ｐ１を管理栄養士Ｐ１、および、人物Ｐ２を患
者Ｐ１として説明する。管理栄養士Ｐ１、および人物Ｐ２は、それぞれ第１の人物、およ
び第２の人物に対応する。表示システム１は、例えば、医療機関等において、管理栄養士
Ｐ１と患者Ｐ２とが、患者Ｐ２の健康状態や今後の健康管理等について面談する際に用い
られるシステムである。なお、本明細書に係る表示システム１においては、管理栄養士Ｐ
１、および人物Ｐ２の２人の人物により表示システム１が利用されることが想定されるが
、表示システム１を利用する人物の数は限定されない。例えば、１人、または３人以上の
人物により表示システム１が利用されてもよい。
【００２８】
　サーバ２は、ネットワーク上の一または複数の情報処理装置によって構成される。サー
バ２を構成する情報処理装置は、処理回路と、通信装置を含み得る。例えば、サーバ２は
、通信装置を用いて表示装置１０から管理栄養士Ｐ１の識別情報等を受信し、処理回路に
よって画面データの生成や管理栄養士Ｐ１のデータ照会等に関する処理を実行し、処理結
果を通信装置によって表示装置１０に送信してもよい。
【００２９】
　本発明の各実施形態に係るサーバ２は、例えば、表示装置１０に表示するための情報を
含む画面データを生成し、生成した画面データを表示装置１０に送信する。例えば、サー
バ２は、管理栄養士Ｐ１の操作により表示装置１０を介してログイン処理が実施された場
合、管理栄養士Ｐ１または患者Ｐ２の少なくともいずれかに提示するための情報を含む画
面データを、管理栄養士Ｐ１に関する情報に基づいて生成し、生成した画面データを表示
装置１０に送信してもよい。
【００３０】
　なお、画面データは、管理栄養士Ｐ１および患者Ｐ２に個別に提示するための情報を含
む一対の画面から構成されてもよい。つまり、表示装置１０がサーバ２から取得した画面
データには、管理栄養士Ｐ１向けの情報を含む画面データと、患者Ｐ２向けの情報を含む
画面データとが含まれる。表示装置１０は、上記画面データのうち、いずれか一方の人物
向けの情報を含む画面のみを表示する。上記画面データに含まれる情報は、詳しくは後述
するが、例えば、管理栄養士Ｐ１の業務に関連した情報であってもよい。例えば、画面デ
ータに含まれる情報は、管理栄養士Ｐ１が担当している患者Ｐ２の健康に関する情報等を
含む画面データであってもよい。
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【００３１】
　カード３は、管理栄養士Ｐ１が勤務する医療機関により発行され、上記医療機関により
登録される管理栄養士Ｐ１に係る各種データを格納することが可能なカードであり、識別
体の一例である。例えば、カード３は、管理栄養士Ｐ１を識別する識別情報、管理栄養士
Ｐ１の顔画像データ、または管理栄養士Ｐ１の業務に関するデータを格納してもよい。カ
ード３は、例えば非接触ＩＤチップを搭載したカードであってもよい。なお、識別情報と
は、管理栄養士Ｐ１がサーバ２にログインするために必要な情報である。例えば、管理栄
養士Ｐ１が識別情報を用いてサーバ２にログインすることにより、サーバ２は、管理栄養
士Ｐ１の業務に関連した情報を含む画面データを生成し、表示装置１０へ画面データを送
信することができる。また、カード３の表面には、管理栄養士Ｐ１の顔写真、氏名、所属
、職名等が記載されていてもよい。
【００３２】
　表示装置１０は、情報処理装置の一例である。表示装置１０は、タブレット端末、スマ
ートフォン、パーソナルコンピュータ、およびゲーム機等の装置を含み得る。本発明の一
実施形態においては、表示装置１０として、タブレット端末が用いられる。図１に示され
るように、管理栄養士Ｐ１および患者Ｐ２がお互い表示装置１０を使用することが想定さ
れるので、表示装置１０は、小型のハードウェア端末であることが好ましい。表示装置１
０は、処理回路と、通信装置と、出力装置とを含み得る。例えば、表示装置１０では、通
信装置がサーバ２から画面データを受信し、出力装置は、処理回路の処理結果に応じて画
面データを出力してもよい。また、表示装置１０は、管理栄養士Ｐ１または患者Ｐ２等の
人物の操作を受け付けるためのボタンやタッチパネルなどの入力装置などをさらに含んで
もよい。また、表示装置１０は、上述したように、管理栄養士Ｐ１がカード３を用いてサ
ーバ２にログインするためのインタフェースとしての機能を有してもよい。
【００３３】
　本発明に係る表示装置１０は、管理栄養士Ｐ１と患者Ｐ２との面談を行うに際して、管
理栄養士Ｐ１または患者Ｐ２に提示するための情報を表示することにより面談を支援する
装置である。ここで、表示装置１０により管理栄養士Ｐ１または患者Ｐ２に対して提示さ
れる画面について説明する。図２および図３は、それぞれ、管理栄養士Ｐ１に提示するた
めの情報を含む表示画面、および患者Ｐ２に提示するための情報を含む表示画面の一例を
示す図である。まず、図２を参照すると、表示部１４０に表示された画面には、患者Ｐ２
に提示するための情報を含む画面Ａ１、管理栄養士Ｐ１が患者Ｐ２に問診するための情報
を含む画面Ａ２、および患者Ｐ２に関する情報を含む画面Ａ３、並びに、画面を切り替え
るためのボタンＢｔｎ１およびＢｔｎ２が配置されている。ボタンＢｔｎ１またはＢｔｎ
２を押下することにより、画面Ａ１～Ａ３の少なくともいずれかに表示されている内容を
切り替えることが可能である。なお、ボタンＢｔｎ１またはＢｔｎ２の押下により新たに
表示される画面は、一時的に記憶部１２０に記憶された画面データから呼び出してもよい
し、押下の都度サーバ２から新たに画面データを取得してもよい。また、画面Ａ２および
Ａ３には、それぞれ、画面をスクロールするためのスクロールボタンＳｃｒ１～Ｓｃｒ４
が配置されている。管理栄養士Ｐ１は、画面Ａ１～Ａ３を閲覧しながら、患者Ｐ２に対し
て生活習慣等のアドバイスを行うことが可能である。これにより、患者Ｐ２に対するアド
バイスを、より効率的に行うことができる。
【００３４】
　一方、図３を参照すると、表示部１４０に表示された画面には、患者Ｐ２に提示するた
めの情報を含む画面Ｂ１が配置されている。画面Ａ１に含まれる情報と画面Ｂ１に含まれ
る情報は同一である。患者Ｐ２は、画面Ｂ１に含まれる情報を閲覧しながら管理栄養士Ｐ
１の問診を受けることにより、管理栄養士Ｐ１による診断の内容について、より効率的に
把握することができる。図２に示した表示画面と図３に示した表示画面はそれぞれ対応し
ており、一対の画面データとしてサーバ２において生成される。
【００３５】
　ここで、図２に示したように、画面Ａ２に含まれる情報には、管理栄養士Ｐ１が患者Ｐ
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２に問診するために必要な事項（食生活の変化について確認してください等）が列記され
ているので、患者Ｐ２にとっては不要な画面である。また、画面Ａ３に含まれる情報には
、患者Ｐ２が抱える潜在的な罹患リスク（糖尿病罹患のリスクあり）、または患者Ｐ２の
生活習慣改善に関する観察結果（食事療法を勧めるも、意欲に問題あり、要観察等）など
、患者Ｐ２に対して開示すべきでない情報も多く含まれ得る。そのため、患者Ｐ２が誤っ
て管理栄養士Ｐ１に提示するための情報を閲覧することを防ぐことが求められる。
【００３６】
　ここで、特開２０１２－４２７１７号公報においては、視点に応じて異なる情報を表示
することが可能なデュアルビューディスプレイを用いた表示装置であって、カメラによっ
て撮像された人物の顔情報に応じて、上記人物の存在する方向に上記人物向けの情報を表
示する制御を行う技術が開示されている。しかしながら、デュアルビューディスプレイに
よる表示の視野角は限られている。そのため、表示装置に対して限られた位置において表
示情報を閲覧する必要があるので、利用時における空間的な制約が大きくなる。また、デ
ュアルビューディスプレイを実現するためには、表示装置に視差バリア等の特殊な加工を
施す必要がある。そのため、専用の表示装置を導入する必要があるので、その導入コスト
が大きくなる。
【００３７】
　そこで、上記事情を一着眼点にし、表示装置１０を創作するに至った。本発明の実施形
態に係る表示装置１０では、撮像画像に含まれる人物の顔を検出し、その顔の人物が管理
栄養士Ｐ１か否かを判定することにより、管理栄養士Ｐ１に提示するための情報、または
患者Ｐ２に提示するための情報の表示を切り替える制御を行う。例えば、表示装置１０に
備えられる撮像部１５０により撮像される人物の顔が管理栄養士Ｐ１の顔であったと判定
された場合において、表示装置１０は管理栄養士Ｐ１に提示するための情報を表示し、そ
れ以外の場合において、表示装置１０は患者Ｐ２に提示するための情報を表示する。その
ため、表示装置１０は、管理栄養士Ｐ１が表示装置１０を閲覧している場合において管理
栄養士Ｐ１に適した情報を提示することが可能である。これにより、管理栄養士Ｐ１また
は患者Ｐ２のいずれかに適した情報を、任意の場所で閲覧することが可能である。また、
表示装置１０はデュアルビューディスプレイを用いない構成であるため、表示装置１０を
低コストで導入することが可能である。以下、本発明の第１の実施形態および第２の実施
形態に係る表示装置１０（１１、１２）について説明する。
【００３８】
　＜２．第１の実施形態＞
　［２－１．構成例］
　図４は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置１１の構成を示すブロック図である。
図４を参照すると、表示装置１１は、通信部１１０、記憶部１２０、操作入力部１３０、
表示部１４０、撮像部１５０、カード読取部１６０、移動検出部１７０、および制御部２
００（本実施形態においては、制御部２０１）を備える。
【００３９】
　通信部１１０は、表示装置１１が備える通信手段であり、ネットワークＮＷを介して（
あるいは直接的に）、外部装置と無線または有線により各種通信を行う。例えば、図２を
参照すると、通信部１１０は、サーバ２とネットワークＮＷを介して通信を行ってもよい
。具体的には、通信部１１０は、サーバ２と無線または有線により接続されている場合、
サーバ２から画面データを受信し、受信した画面データを制御部２０１に提供してもよい
。また、通信部１１０は、サーバ２以外の外部装置と通信を行ってもよい。例えば、通信
部１１０は、外部装置から受信した情報を制御部２０１に提供してもよいし、制御部２０
１から取得した情報を外部装置に送信してもよい。
【００４０】
　記憶部１２０は、表示装置１１が備える記憶手段であり、各種データを記憶する。記憶
部１２０は、制御部２０１が使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶するＲＯＭ（
Read　Only　Memory）、制御部２０１が行う処理において使用するプログラムや、その処
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理において適宜変化するパラメータ等を一時記憶するＲＡＭ（Random　Access　Memory）
、データ等を記憶するＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）装置などのデータ格納用記憶装置等
で構成される。例えば、記憶部１２０は、サーバ２やカード３から取得した各種データを
記憶してもよい。また、記憶部１２０は、後述する制御部２０１の有する各機能部により
得られたデータ等を記憶してもよい。また、記憶部１２０に記憶されたデータが制御部２
００により呼び出されてもよい。
【００４１】
　操作入力部１３０は、表示装置１１が備える入力手段であり、ユーザからの入力操作を
取得する。また、操作入力部１３０は、取得した入力操作を制御部２０１に出力する。例
えば、操作入力部１３０は、表示部１４０に表示された画面の遷移を行う操作を取得して
もよい。操作入力部１３０は、表示装置１１が備えるボタンやタッチパネル等の入力装置
により実現される。
【００４２】
　表示部１４０は、表示装置１１が備える出力手段であり、ユーザに対して情報を表示す
る。また、表示部１４０は、制御部２０１による制御に従って、各種情報の表示を行う。
例えば、表示部１４０は、サーバ２から取得した画面データのうち、管理栄養士Ｐ１また
は患者Ｐ２のいずれかに提示するための情報を含む画面を表示してもよい。表示部１４０
は、表示装置１１が備えるディスプレイ等の出力装置により実現される。また、表示部１
４０は、操作入力部１３０と一体となって構成されるタッチディスプレイ等により実現さ
れてもよい。
【００４３】
　撮像部１５０は、例えば、管理栄養士Ｐ１や患者Ｐ２等の人物を被写体として撮像する
ことにより撮像画像を生成する。生成される撮像画像は、撮像画像に含まれる人物の検出
や判定に用いられる。なお、撮像部１５０は、表示装置１１が備える撮像モジュール等に
より実現されてもよく、表示部１４０を閲覧する人物の顔を撮像することができる位置に
配置されてもよい。これにより、後述する制御部２０１において、表示部１４０を閲覧し
ている人物の顔の検出処理や判定処理が可能となる。撮像部１５０は、生成した撮像画像
を制御部２０１に出力する。
【００４４】
　カード読取部１６０は、管理栄養士Ｐ１が有するカード３のＩＣチップや磁気ストライ
プ等に格納されている情報やデータを読み取る。例えば、カード読取部１６０は、管理栄
養士Ｐ１がサーバ２にログインするために必要な識別情報、管理栄養士Ｐ１の顔画像に係
るデータ、または管理栄養士Ｐ１の業務に係るデータを読み取ってもよい。カード３が非
接触型ＩＣカードである場合は、カード読取部１６０は、表示装置１１が備える非接触カ
ードリーダ等により実現されてもよい。カード読取部１６０は、読み取った情報やデータ
を制御部２０１に出力する。
【００４５】
　移動検出部１７０は、表示装置１１が備える移動検出手段であり、表示装置１１の移動
量を算出する機能を有する。移動検出部１７０は、算出した移動量を制御部２０１に出力
する。移動検出部１７０は、例えば、ピエゾ素子によるピエゾ抵抗効果を利用した半導体
加速度センサなど、表示装置１１の位置および姿勢の変化により生じる３軸の加速度を計
測することが可能である加速度センサにより実現されてもよい。なお、本明細書において
移動量とは、例えば、移動検出部１７０により計測される表示装置１１の加速度の変化等
により算出される、単位時間あたりの表示装置１１の移動距離、または表示装置１１の姿
勢の変化に伴う角度の変化量であってもよい。
【００４６】
　制御部２０１は、通信部１１０、記憶部１２０、操作入力部１３０、表示部１４０、撮
像部１５０、カード読取部１６０、および移動検出部１７０、並びに、表示装置１１の有
するその他の機能部の動作制御等を行う。より具体的には、制御部２０１は、通信部１１
０、記憶部１２０、操作入力部１３０、撮像部１５０、カード読取部１６０、および／ま
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たは移動検出部１７０から取得した各種情報に基づき処理を実行し、処理結果を通信部１
１０、記憶部１２０、および／または表示部１４０に出力する。制御部２０１は、表示装
置１１に含まれるＣＰＵ（Central　Processing　Unit）等の処理回路によって実現され
る。
【００４７】
　［２－２．制御部の構成例］
　続いて、表示装置１１による表示制御処理について説明する。本実施形態においては、
表示装置１１による表示制御処理は、制御部２０１に含まれる各機能部により実現される
。図５は、本発明の第１の実施形態に係る制御部２０１の有する構成を示すブロック図で
ある。図５を参照すると、制御部２０１は、顔検出部２１１、顔判定部２２１、および表
示制御部２３１を含み得る。
【００４８】
　（顔検出部）
　顔検出部２１１は、撮像部１５０により生成された撮像画像に含まれる人物の顔を検出
する機能を含む。より具体的には、顔検出部２１１は、撮像画像に含まれる人物の顔の位
置、または顔の数を検出する。検出された顔の位置は、例えば、撮像画像を構成する画素
の座標により特定されてもよい。顔の検出のために顔検出部２１１により用いられるアル
ゴリズムは、例えばViola－Jones法などの公知のアルゴリズムであってもよい。顔検出部
２１１は、検出した顔の位置に関する情報を顔判定部２２１に出力し、また、検出した顔
の検出数を示すデータを顔判定部２２１および表示制御部２３１に出力する。なお、顔検
出部２１１が人物の顔を検出しなかった場合は、顔検出部２１１は、顔の位置に関する情
報を顔判定部２２１に出力せず、顔の検出数が０であることを顔判定部２２１および表示
制御部２３１に出力してもよい。
【００４９】
　（顔判定部）
　顔判定部２２１は、撮像部１５０により生成された撮像画像に含まれる人物が、特定の
人物であるか否かを判定する機能を含む。例えば、顔判定部２２１は、撮像画像に含まれ
る人物の顔が、特定の人物の顔と同一であるか否かを判定してもよい。本実施形態におい
ては、特定の人物は、例えば管理栄養士Ｐ１であるとして説明する。撮像画像に含まれる
人物の顔が、管理栄養士Ｐ１の顔と同一であるか否かを判定することにより、表示装置１
１を使用している人物が管理栄養士Ｐ１であるか否かを判別することができる。なお、顔
判定部２２１による判定の比較対象となる管理栄養士Ｐ１の顔は、カード読取部１６０に
より読み取られたカード３に格納されている管理栄養士Ｐ１の顔画像データに示される顔
であってもよい。これにより、表示装置１１は、複数の管理栄養士の顔画像データを保持
する必要がなくなる。また、管理栄養士Ｐ１の顔画像データは、表示装置１１の記憶部１
２０に予め記憶されてもよい。この場合、顔判定部２２１は、記憶部１２０に記憶されて
いる顔画像データのうち、カード３に格納された管理栄養士Ｐ１の識別情報とひも付けら
れている管理栄養士Ｐ１の顔画像データを呼び出してもよい。また、管理栄養士Ｐ１の顔
画像データは、サーバ２に格納されてもよい。この場合、顔判定部２２１は、判定処理に
おいて、カード３に格納された管理栄養士Ｐ１の識別情報とひも付けられている管理栄養
士Ｐ１の顔画像データをサーバ２から呼び出してもよい。
【００５０】
　また、顔判定部２２１は、上記の撮像画像について、顔検出部２１１により検出された
顔の位置に存在する顔が、管理栄養士Ｐ１の顔と同一であるか否かを判定してもよい。こ
れにより、顔判定部２２１は改めて撮像画像から人物の顔を検出する処理を省くことがで
きる。また、検出された顔の数が算出されているので、判定処理が実施される回数を制限
することができる。これにより、顔判定部２２１による処理の負荷を軽減させることがで
きる。
【００５１】
　また、顔判定部２２１は、撮像画像に含まれる顔の特徴量を算出し、算出された特徴量
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とカード３に格納されている管理栄養士Ｐ１の顔画像データに示される顔の特徴量とを比
較することにより、撮像画像に含まれる人物の顔が、管理栄養士Ｐ１の顔と同一であるか
否かを判定してもよい。本実施形態においては、カード３に格納されている管理栄養士Ｐ
１の顔画像データにおける顔の特徴量は、予め特徴量データとしてカード３に格納されて
いるが、他の実施形態においては、顔判定部２２１は、カード３に格納されている管理栄
養士Ｐ１の顔画像データについて、顔の特徴量を逐一算出してもよい。なお、顔判定部２
２１は、公知の技術を用いて顔の特徴量の算出を行ってもよい。例えば、顔判定部２２１
は、上述したViola-Jones法におけるHaar-like特徴を算出することにより、顔の特徴量の
算出を行ってもよい。
【００５２】
　また、顔判定部２２１は、顔検出部２１１により検出された顔について、顔の同一性の
判定を行う。撮像画像に含まれる人物の顔のうち、一の顔が管理栄養士Ｐ１の顔と同一で
あると判定された場合、顔判定部２２１は、撮像画像内に管理栄養士Ｐ１が含まれている
ことを示す「管理栄養士あり」という判定結果を表示制御部２３１に出力する。一方で、
撮像画像に含まれる人物の顔がいずれも管理栄養士Ｐ１の顔と同一でないと判定された場
合、顔判定部２２１は、撮像画像内に管理栄養士Ｐ１が含まれていないことを示す「管理
栄養士なし」という判定結果を表示制御部２３１に出力する。なお、顔判定部２２１は、
公知の技術を用いて顔の同一性の判定を行ってもよい。例えば、顔判定部２２１は、例え
ば、主成分分析法による固有顔のスコア間距離の算出により、顔の同一性の判定を行って
もよい。また、顔判定部２２１は、撮像画像に含まれる人物が特定の人物だけではなく、
特定の職種であるか否かを判定してもよい。なお、顔判定部２２１は、顔検出部２１１に
より検出された人物の数が０である場合、顔の同一性の判定処理を実施せずに、撮像画像
内に管理栄養士Ｐ１が含まれていないという判定結果を表示制御部２３１に出力してもよ
い。
【００５３】
　（表示制御部）
　表示制御部２３１は、顔検出部２１１から取得した顔の検出数、顔判定部２２１による
判定結果、または移動検出部１７０から取得した表示装置１１の移動量の少なくともいず
れかに基づいて、管理栄養士Ｐ１に提示するための表示の有無を切り替える制御を行う。
例えば、表示制御部２３１は、サーバ２から取得した一対の画面を含む画面データのうち
、管理栄養士Ｐ１または患者Ｐ２のいずれかに提示するための画面を表示部１４０に表示
する制御を、上述した検出数、判定結果または移動量の少なくともいずれかに基づいて行
ってもよい。具体的な表示制御については、後述する。
【００５４】
　［２－３．表示制御例］
　表示制御部２３１による表示制御例について説明する。まず、表示制御部２３１による
表示制御の処理フローについて説明する。
【００５５】
　図６は、本発明の第１の実施形態に係る表示制御部２３１による表示制御の処理フロー
を示すフローチャートである。まず、表示制御部２３１は、顔検出部２１１により検出さ
れた顔の検出数が１であるか否かを判定する（Ｓ１０１）。顔の検出数が１である場合（
ＹＥＳ）、表示制御部２３１は、顔判定部２２１から出力された判定結果が「管理栄養士
あり」か「管理栄養士なし」かを判定する（Ｓ１０２）。判定結果が「管理栄養士あり」
である場合（ＹＥＳ）、表示制御部２３１は、移動検出部１７０により取得した表示装置
１１の移動量が所定の閾値以下であるか否かを判定する（Ｓ１０３）。所定の閾値の大き
さについては特に制限されない。例えば、所定の閾値の大きさは、表示装置１１を管理栄
養士Ｐ１から患者Ｐ２に手渡す際の動作における表示装置１１の速度や姿勢の変化に基づ
いて機械学習等の手法により決定されてもよい。また、所定の閾値の大きさは、予め設定
された値であってもよい。移動量が所定の閾値以下である場合（ＹＥＳ）、表示制御部２
３１は、表示部１４０を介して、管理栄養士Ｐ１に提示するための画面を表示する（Ｓ１
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０４）。一方、判定結果が「管理栄養士なし」である場合（Ｓ１０１のＮＯ）、顔の検出
数が１でない場合（Ｓ１０２のＮＯ）、または移動量が所定の閾値を超える場合（Ｓ１０
３のＮＯ）、表示制御部２３１は、表示部１４０を介して、患者Ｐ２に提示するための画
面を表示する（Ｓ１０５）。
【００５６】
　次に、実際の表示装置１１について想定される使用例における表示制御部２３１の表示
制御処理について、図７～図１１を参照しながら説明する。図７は、本発明の第１の実施
形態に係る表示装置１１の第１の使用例を示す図である。図７は、管理栄養士Ｐ１が表示
装置１１を使用しながら患者Ｐ２と面談している場合において、表示装置１１の撮像部１
５０が管理栄養士Ｐ１を撮像している状況を示している。また、表示装置１１は静止して
おり、移動検出部１７０から取得した移動量は所定の閾値以下であるとする。なお、撮像
部１５０の両端から延びている破線は、撮像部１５０の撮像範囲を示す。この場合、撮像
部１５０は、管理栄養士Ｐ１のみを撮像しているので、顔検出部２１１は顔の検出数とし
て１を出力し、顔判定部２２１は人物の顔が管理栄養士Ｐ１の顔と同一であると判定する
。また、移動検出部１７０から取得した移動量は所定の閾値以下であるので、図６のフロ
ーチャートにおけるステップＳ１０１～Ｓ１０３の判定は全てＹＥＳとなる。よって、表
示制御部２３１は、図７に示した使用例においては、管理栄養士Ｐ１に提示するための情
報を含む画面を表示する制御を行う。
【００５７】
　図８は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置１１の第２の使用例を示す図である。
図８は、管理栄養士Ｐ１が表示装置１１を使用しながら患者Ｐ２と面談している場合にお
いて、撮像部１５０は管理栄養士Ｐ１のみを撮像しているが、表示装置１１が、管理栄養
士Ｐ１から患者Ｐ２へと矢印Ｄの方向へ移動している状況を示している。このとき、移動
検出部１７０から取得した移動量は所定の閾値を超えているとする。この場合、撮像部１
５０は、管理栄養士Ｐ１のみを撮像しているので、顔検出部２１１は顔の検出数として１
を出力し、顔判定部２２１は人物の顔が管理栄養士Ｐ１の顔と同一であると判定する。し
かし、移動検出部１７０から取得した移動量は上記の通り所定の閾値を超えている。その
ため、表示制御部２３１は、表示装置１１の移動量が所定の閾値を超えていると判定する
（図６におけるステップＳ１０３のＮＯ）。よって、表示制御部２３１は、図８に示した
使用例においては、患者Ｐ２に提示するための情報を含む画面を表示する制御を行う。こ
れにより、表示装置１１が管理栄養士Ｐ１から患者Ｐ２へと急に移動する場合においても
、表示部１４０に表示された画面を管理栄養士Ｐ１に提示するための画面から、患者Ｐ２
に提示するための画面に切り替えることができる。したがって、表示装置１１の表示部１
４０の位置や向きを急に変えたとしても、患者Ｐ２が管理栄養士Ｐ１に提示するための情
報を含む画面を閲覧してしまうことを防ぐことができる。
【００５８】
　図９は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置１１の第３の使用例を示す図である。
図９は、管理栄養士Ｐ１および患者Ｐ２が面談している場合において、撮像部１５０の撮
像範囲に人物が含まれていない状況を示している。この場合、顔検出部２１１は顔の検出
数として０を出力する。そのため、表示制御部２３１は、顔の検出数が１ではないと判定
する（図６におけるステップＳ１０１のＮＯ）。また、この場合においては、そもそも人
物の顔が検出されていないため、表示制御部２３１は、顔判定部２２１の判定結果が「管
理栄養士なし」であると判定してもよい（図６におけるステップＳ１０２のＮＯ）。よっ
て、表示制御部２３１は、図９に示した使用例においては、患者Ｐ２に提示するための情
報を含む画面を表示する制御を行う。これにより、撮像部１５０の撮像範囲外に管理栄養
士Ｐ１が存在する場合において、患者Ｐ２が管理栄養士Ｐ１に提示するための情報を含む
画面を誤って閲覧してしまうことを防ぐことができる。
【００５９】
　図１０は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置１１の第４の使用例を示す図である
。図１０は、患者Ｐ２が表示装置１１を使用しながら管理栄養士Ｐ１と面談している場合
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において、表示装置１１は静止しており、撮像部１５０は患者Ｐ２のみを撮像している状
況を示している。この場合、顔検出部２１１は顔の検出数として１を出力するが、顔判定
部２２１は撮像画像に含まれる人物の顔が管理栄養士Ｐ１の顔と同一ではないと判定する
。そのため、表示制御部２３１は、顔判定部２２１による判定結果が「管理栄養士なし」
であるので（図６におけるステップＳ１０２のＮＯ）、図１０に示した使用例においては
、患者Ｐ２に提示するための情報を含む画面を表示する制御を行う。これにより、表示装
置１１を患者Ｐ２が使用している場合において、患者Ｐ２は患者Ｐ２に提示するための情
報を含む画面を閲覧することが可能である。
【００６０】
　図１１は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置１１の第５の使用例を示す図である
。図１１は、管理栄養士Ｐ１および患者Ｐ２がともに表示装置１１を使用しながら面談し
ている場合において、表示装置１１は静止しており、撮像部１５０は管理栄養士Ｐ１およ
び患者Ｐ２を撮像している状況を示している。この場合、撮像範囲には管理栄養士Ｐ１お
よび患者Ｐ２の二人が含まれるので、顔判定部２２１は撮像画像に含まれる人物の顔のう
ち一の顔が管理栄養士Ｐ１の顔と同一であると判定するが、顔検出部２１１は顔の検出数
として２を出力する。そのため、表示制御部２３１は、顔判定部２２１による判定結果が
「管理栄養士あり」であるが、顔の検出数が２であるため、顔の検出数が１ではないと判
定する（図６におけるステップＳ１０１のＮＯ）。よって、表示制御部２３１は、図１１
に示した使用例においては、患者Ｐ２に提示するための情報を含む画面を表示する制御を
行う。これにより、管理栄養士Ｐ１と患者Ｐ２がともに表示装置１１を使用する場合にお
いて、患者Ｐ２が管理栄養士Ｐ１に提示するための情報を含む画面を誤って閲覧してしま
うことを防ぐことができる。
【００６１】
　以上、本発明の第１の実施形態に係る表示装置１１の使用例における表示制御部２３１
の表示制御処理について説明した。なお、表示制御部２３１による表示制御処理の例は、
図７～図１１に示した使用例に限られるものではない。例えば、表示装置１１を使用する
人物の数、人物の属性（管理栄養士および患者の他に、医師、看護師、または患者の家族
等）、または人物間の面談内容等に応じて、表示制御部２３１は、顔検出部２１１および
顔判定部２２１から取得した情報について行う判定の基準を変更してもよい。
【００６２】
　［２－４．動作例］
　図１２は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置１１の動作例を示すフローチャート
である。図１２を参照すると、ステップＳ３０１およびＳ３０２は、表示装置１１の起動
処理に係る動作を示し、ステップＳ３０３～Ｓ３０６は、表示装置１１の表示制御処理に
係る動作を示す。
【００６３】
　表示装置１１は、最初に起動処理に係る動作を行う（Ｓ３０１、Ｓ３０２）。まず、カ
ード読取部１６０が管理栄養士Ｐ１の有するカード３に記憶された識別情報を読み取り、
通信部１１０が上記識別情報をサーバ２に送信する（Ｓ３０１）。サーバ２は、受信した
識別情報が管理栄養士Ｐ１であると判定した場合、管理栄養士Ｐ１のログイン処理を実施
する。サーバ２においてログイン処理が実施されると、通信部１１０はサーバ２から画面
データを受信する（Ｓ３０２）。取得された画面データは記憶部１２０に一時的に記憶さ
れてもよい。
【００６４】
　次に、表示装置１１は、表示制御処理に係る動作を行う（Ｓ３０３～Ｓ３０６）。まず
、表示装置１１は、表示装置１１を使用する人物の撮像、および表示装置１１の移動量の
検出を行う（Ｓ３０３）。具体的には、撮像部１５０は、表示部１４０を閲覧する人物を
撮像し、撮像画像を生成する。また、移動検出部１７０は、表示装置１１の移動量を検出
する。次に、表示装置１１は、撮像画像および移動量に基づいて、表示制御処理を実施す
る（Ｓ３０４）。具体的には上述した通り、顔検出部２１１により検出される顔の検出数
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、顔判定部２２１による判定結果、または上記移動量と所定の閾値との比較結果の少なく
ともいずれかに基づいて、表示制御部２３１が上記サーバ２から取得した画面データのう
ち、管理栄養士Ｐ１または患者Ｐ２のいずれかに提示するための情報を含む画面を表示す
る制御を行う。
【００６５】
　次に、表示部１４０は、表示制御部２３１の表示制御の処理結果に応じて、管理栄養士
Ｐ１または患者Ｐ２のいずれかに提示するための情報を含む画面を表示する（Ｓ３０５）
。表示装置１１は、画面の表示が継続されるか否かを単位時間ごとに判定する（Ｓ３０６
）。例えば、表示装置１１は、管理栄養士Ｐ１または患者Ｐ２の少なくともいずれかによ
る操作により表示装置１１の画面の表示が終了されたか否かを単位時間ごとに判定する。
なお、単位時間は任意の値であってよい。画面の表示が終了された場合（ＮＯ）、表示装
置１１は動作を終了する。一方、ステップＳ３０６において引き続き画面の表示が継続さ
れる場合（ＹＥＳ）、表示装置１１は再度ステップＳ３０３～Ｓ３０５の処理を行う。
【００６６】
　［２－５．効果］
　以上、本発明の第１の実施形態に係る表示装置１１について説明した。本実施形態によ
れば、表示装置１１は、撮像部１５０により生成された撮像画像に含まれる人物の顔の検
出結果および判定結果、並びに移動検出部１７０から取得した移動量に基づいて、管理栄
養士Ｐ１または患者Ｐ２のいずれかに提示するための情報を含む画面の表示制御処理を実
施する。これにより、表示装置１１は、撮像部１５０により表示部１４０を閲覧する人物
を撮像し、移動検出部１７０により表示装置１１の移動や姿勢の変化を検出することで、
容易に表示部１４０に表示する画面の切り替えを行うことができる。したがって、表示装
置１１は、従来のディスプレイを用いて情報を表示することが可能であるので、デュアル
ビューディスプレイのように表示視野が限られることがない。そのため、管理栄養士Ｐ１
および患者Ｐ２は、空間上の制約なしに、任意の場所で、管理栄養士Ｐ１または患者Ｐ２
のいずれかに提示するための情報を閲覧することができる。例えば、管理栄養士Ｐ１およ
び患者Ｐ２は、面談における各々の位置や姿勢、面談を行う場所にかかわらず、表示装置
１１を使用することが可能である。
【００６７】
　また、表示装置１１はデュアルビューディスプレイを用いずに閲覧者ごとに適した情報
を表示する制御を行うことができるので、例えば、デュアルビューディスプレイ機能を有
する特別な表示装置を用意する必要はない。そのため、表示装置１１の導入コストを低く
抑えることが可能である。また、表示装置１１は任意のタブレット端末やスマートフォン
等により実現可能であるため、表示装置の小型化が可能である。これにより、閲覧者の利
便性を向上させることが可能である。
【００６８】
　＜３．第２の実施形態＞
　［３－１．構成例］
　続いて、本発明の第２の実施形態に係る表示装置１２について説明する。なお、表示装
置１２の構成は、図４に示した第１の実施形態に係る表示装置１１の構成と、制御部２０
２の内部構成を除いて同一であるため、説明を省略する。なお、本実施形態によれば、カ
ード読取部１６０により読み取られたカード３に格納された顔画像データは、表示装置１
２において用いられない。しかし、上述したように、表示装置１２は管理栄養士Ｐ１がサ
ーバ２にログインするためのインタフェースであるため、本実施形態においてもカード読
取部１６０は表示装置１２に備えられてもよい。以下、表示装置１２の制御部２０２の内
部構成例について説明する。
【００６９】
　図１３は、本発明の第２の実施形態に係る制御部２０２の有する構成を示すブロック図
である。図１３を参照すると、制御部２０２は、顔検出部２１２、カード判定部２２２、
および表示制御部２３２を含み得る。本実施形態に係る顔検出部２１２および表示制御部
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２３２は、第１の実施形態に係る顔検出部２１１および表示制御部２３１とそれぞれ同一
であるので、詳細な説明は省略する。顔検出部２１２は、検出した顔の位置に関する情報
をカード判定部２２２に出力し、また、検出した顔の検出数を示すデータをカード判定部
２２２および表示制御部２３２に出力する。また、表示制御部２３２は、顔検出部２１２
から取得した顔の検出数、カード判定部２２２による判定結果、または移動検出部１７０
から取得した表示装置１２の移動量の少なくともいずれかに基づいて、管理栄養士Ｐ１に
提示するための表示の有無を切り替える制御を行う。
【００７０】
　（カード判定部）
　カード判定部２２２は、撮像部１５０により生成された撮像画像に含まれる識別情報を
表示する識別表示部を検出し、検出された識別情報が管理栄養士Ｐ１の識別情報と同一で
あるか否かを判定する機能を含む。ここで、識別表示部とは、例えば管理栄養士Ｐ１の有
するカード３に付加されている模様や表示を示す。例えば、識別表示部は、バーコード、
、もしくは二次元コード等の模様、または、赤外線ＬＥＤ等の発光体であってもよい。
【００７１】
　図１４は、本発明の第２の実施形態に係るカード３－１の一例を示す図である。図１４
を参照すると、カード３－１には、二次元コード３１、管理栄養士Ｐ１の顔写真Ｆｐ１、
並びに、管理栄養士Ｐ１の勤務先、職名、および氏名等を含む職員情報Ｎｍ１が記載され
ている。二次元コード３１は上述した識別表示部の一例であり、公知の二次元コードであ
ってもよい。二次元コード３１は、例えば、管理栄養士Ｐ１の識別情報等の情報を含むコ
ードであってもよい。
【００７２】
　図１５は、本発明の第２の実施形態に係る撮像部１５０により生成された撮像画像の一
例を示す図である。図１５を参照すると、撮像画像ＣＰには管理栄養士Ｐ１の画像が含ま
れている。カード判定部２２２は、例えば、撮像画像ＣＰについて、顔検出部２１１によ
り検出された顔の位置に基づいて二次元コード３１を検出してもよい。より具体的に言う
と、カード判定部２２２は、まず、顔検出部２１１から取得した顔の位置に関する情報に
基づき、撮像画像ＣＰにおける人物の顔の領域Ｆａを特定してもよい。ここで、管理栄養
士Ｐ１等の職員が所有するカード３－１は、例えば、人物の首からストラップ等により吊
り下げられていたり、人物の被服の胸あたりに係止されることが多い。そのため、カード
判定部２２２は、撮像画像ＣＰ内における人物の顔の領域Ｆａよりも下部の領域を特定し
、特定した領域内において、カード３－１に記載された二次元コード３１を検出してもよ
い。検出領域の大きさは特に限定されない。図１５に示した例においては、カード判定部
２２２は、顔の領域Ｆａの下部において検出領域Ｄａを特定し、検出領域Ｄａ内において
二次元コード３１を検出する。これにより、二次元コード３１の検出処理にかかる負荷を
低減させることができる。なお、カード判定部２２２は、撮像画像ＣＰの全領域を検出領
域として特定してもよい。これにより、例えば管理栄養士Ｐ１がカード３－１を上述した
検出領域Ｄａ以外の位置において携行している場合においても、二次元コード３１を検出
することができる。
【００７３】
　二次元コード３１を検出したカード判定部２２２は、二次元コード３１の画像解析処理
を行うことにより識別情報を取得する。なお、画像解析処理については、公知の技術が用
いられてもよい。そして、カード判定部２２２は、二次元コード３１から取得した識別情
報に基づいて、撮像画像に含まれる人物について判定してもよい。例えば、カード判定部
２２２は、取得した識別情報に基づいて、撮像画像に含まれる人物が、所定の条件を満た
す人物であるか否かを判定してもよい。所定の条件を満たす人物とは、例えば、管理栄養
士Ｐ１のように、管理栄養士の職位にある人物であってもよい。この場合、カード判定部
２２２は、取得した識別情報に、カード３－１の所有者が管理栄養士の職位であるか否か
を判定してもよい。カード３－１の所有者が管理栄養士の職位であると判定された場合、
カード判定部２２２は、撮像画像内に管理栄養士の職位を有する人物が含まれていること
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を示す「管理栄養士あり」という判定結果を表示制御部２３２に出力する。一方で、二次
元コード３１が検出されなかった場合、または、二次元コード３１の解析結果、カード３
－１の所有者が管理栄養士の職位でない人物であった場合、カード判定部２２２は、撮像
画像内に管理栄養士の職位を有する人物が含まれていないことを示す「管理栄養士なし」
という判定結果を表示制御部２３２に出力する。
【００７４】
　カード判定部２２２は、上述した通り、取得した識別情報のみに基づいて、撮像画像内
の人物が特定の人物であるか否かを判定してもよい。上述した例では、カード判定部２２
２は撮像画像内の人物が管理栄養士Ｐ１を特定する必要はない。しかし、例えば、管理栄
養士Ｐ１が継続的に担当している患者Ｐ２に関する情報を含む画面データを呼びだすため
に、撮像画像内の人物が管理栄養士Ｐ１であると特定することも求められる。そのため、
カード判定部２２２は、二次元コード３１から取得した識別情報と、予め登録されている
管理栄養士Ｐ１に関する識別情報とが同一であるか否かを判定してもよい。予め登録され
ている識別情報は、例えば、記憶部１２０に予め記憶されてもよいし、サーバ２に格納さ
れてもよい。この場合、カード判定部２２２は、取得した識別情報について記憶部１２０
またはサーバ２に照会し、上記識別情報と一致する識別情報が存在するか否かを判定して
もよい。かかる構成により、カード判定部２２２は、撮像画像内に含まれる人物が管理栄
養士Ｐ１であるか否かを判定することができる。
【００７５】
　本実施形態によれば、撮像画像内に含まれる人物の顔ではなく、人物の所有するカード
３－１の二次元コード３１を含む識別表示部により、上記人物が管理栄養士であるか否か
を判定する。二次元コード３１は、人物の顔と比較して、画像解析による検出および判定
において環境光や人物の姿勢の変化の影響を受けにくい。また、二次元コード３１は単純
な模様や形状により構成され得るため、画像解析が容易であり、画像解析処理にかかる負
荷が低い。そのため、本実施形態に係る表示装置１２は、カード判定部２２２により、撮
像画像内の人物の判定処理を、より高速に、かつ使用状況によらずほぼ一定の精度で行う
ことが可能である。よって、表示装置１２は、管理栄養士Ｐ１または患者Ｐ２に対して、
各々に適した情報を含む画面を安定的に表示することができる。
【００７６】
　なお、カード判定部２２２は、上述した二次元コード３１による判定に加えて、撮像画
像内に含まれる人物の顔と、二次元コード３１により識別される識別情報に対応する顔画
像内に含まれる顔が同一であるか否かをさらに判定してもよい。この場合、識別情報の同
一性が判定され、かつ、撮像画像内に含まれる人物がカード３－１の所有者であると判定
された場合に、カード判定部２２２は、「管理栄養士あり」という判定結果を出力するこ
とができる。そのため、例えば、カード３－１を不正に取得した人物により管理栄養士に
提示するための画面を表示してしまうことを防ぐことが可能であり、患者Ｐ２に関する情
報の漏えいリスクを低減させることができる。なお、撮像画像内に含まれる人物の顔との
比較対象は、カード３－１に記載されている顔写真Ｆｐ１に示されている顔であってもよ
い。これにより、カード３－１に人物の顔に対応するデータが格納されていない場合にお
いても、カード３－１の所有者が撮像画像内に含まれている人物であるか否かを判定する
ことができる。
【００７７】
　・第１の変形例
　本実施形態においては、カード３－１には、識別表示部として二次元コード３１が付加
されていたが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、カード３には、識別表示部と
して、赤外線ＬＥＤが付加されてもよい。
【００７８】
　図１６は、本発明の第２の実施形態に係るカード３－２の変形例を示す図である。図１
６を参照すると、カード３－２には、管理栄養士Ｐ１の顔写真Ｆｐ２、並びに、管理栄養
士Ｐ１の勤務先、職名、および氏名等を含む職員情報Ｎｍ２が記載されているほか、赤外
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線ＬＥＤ３２が付加されている。赤外線ＬＥＤ３２は赤外領域の光を発するので、肉眼で
は上記光を視認することができない。しかし、撮像部１５０を実現する撮像装置は、上記
光を認識することができる。そのため、カード判定部２２２は、環境光の影響を受けずに
赤外線ＬＥＤ３２の発光を検出することが可能である。赤外線ＬＥＤ３２は、例えば、カ
ード３－２の所有者に応じた特定の発光パタンに基づいて発光してもよい。発光パタンと
は、例えば、赤外線ＬＥＤ３２による規則的な点滅パタンであってもよい。この場合、カ
ード判定部２２２は、赤外線ＬＥＤ３２の発光パタンを検出し、上記発光パタンに対応す
る人物または人物の職位を判定する。これにより、カード３－２の所有者の人物について
判定することが可能である。
【００７９】
　・第２の変形例
　また、カード判定部２２２は、カード３の形状、模様またはカード３に記載されている
文字等を表示識別部として検出してもよい。例えば、カード判定部２２２は、図１４に示
したように、カード３に記載されている職員情報Ｎｍ１を検出し、職員情報Ｎｍ１に対応
する人物または人物の職位を判定してもよい。これにより、カード３に特殊な加工を施さ
なくても、カード３の所有者の人物について判定することが可能である。
【００８０】
　［３－２．動作例］
　図１７は、本発明の第２の実施形態に係る表示装置１２の動作例を示すフローチャート
である。図１７を参照すると、ステップＳ４０１およびＳ４０２は、表示装置１２の起動
処理に係る動作を示し、ステップＳ４０３～Ｓ４０６は、表示装置１２の表示制御処理に
係る動作を示す。
【００８１】
　表示装置１２は、最初に起動処理に係る動作を行う（Ｓ４０１、Ｓ４０２）。まず、カ
ード読取部１６０が管理栄養士Ｐ１の有するカード３に記憶された識別情報を読み取り、
通信部１１０が上記識別情報をサーバ２に送信する（Ｓ４０１）。サーバ２は、受信した
識別情報が管理栄養士Ｐ１であると判定した場合、管理栄養士Ｐ１のログイン処理を実施
する。サーバ２においてログイン処理が実施されると、通信部１１０はサーバ２から画面
データを受信する（Ｓ４０２）。取得された画面データは記憶部１２０に一時的に記憶さ
れてもよい。
【００８２】
　次に、表示装置１２は、表示制御処理に係る動作を行う（Ｓ４０３～Ｓ４０６）。まず
、表示装置１２は、表示装置１２を使用する人物の撮像、および表示装置１２の移動量の
検出を行う（Ｓ４０３）。具体的には、撮像部１５０は、表示部１４０を閲覧する人物を
撮像し、撮像画像を生成する。また、移動検出部１７０は、表示装置１２の移動量を検出
する。次に、表示装置１２は、撮像画像および移動量に基づいて、表示制御処理を実施す
る（Ｓ４０４）。具体的には上述した通り、顔検出部２１２により検出される顔の検出数
、カード判定部２２２による判定結果、または上記移動量と所定の閾値との比較結果の少
なくともいずれかに基づいて、表示制御部２３２が上記サーバ２から取得した画面データ
のうち、管理栄養士Ｐ１または患者Ｐ２のいずれかに提示するための情報を含む画面を表
示する制御を行う。
【００８３】
　次に、表示部１４０は、表示制御部２３２の表示制御の処理結果に応じて、管理栄養士
Ｐ１または患者Ｐ２のいずれかに提示するための情報を含む画面を表示する（Ｓ４０５）
。表示装置１２は、画面の表示が継続されるか否かを単位時間ごとに判定する（Ｓ４０６
）。例えば、表示装置１２は、管理栄養士Ｐ１または患者Ｐ２の少なくともいずれかによ
る操作により表示装置１２の画面の表示が終了されたか否かを単位時間ごとに判定する。
画面の表示が終了された場合（ＮＯ）、表示装置１２は動作を終了する。一方、ステップ
Ｓ４０６において引き続き画面の表示が継続される場合（ＹＥＳ）、表示装置１２は再度
ステップＳ４０３～Ｓ４０５の処理を行う。
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【００８４】
　［３－３．効果］
　以上、本発明の第２の実施形態に係る表示装置１２について説明した。本実施形態によ
れば、表示装置１２は、撮像部１５０により生成された撮像画像に含まれる人物の検出結
果およびカード３の識別表示部の判定結果、並びに移動検出部１７０から取得した移動量
に基づいて、管理栄養士Ｐ１または患者Ｐ２のいずれかに提示するための情報を含む画面
の表示制御処理を実施する。本実施形態に係る表示装置１２において、カード判定部２２
２は、カード３に付加された二次元コード３１または赤外線ＬＥＤ３２の発光パタンによ
り特定される識別情報を取得することにより、撮像画像に含まれる人物が管理栄養士Ｐ１
であるか否かの判定を行う。二次元コードや赤外線ＬＥＤによる識別情報の取得処理の精
度は、人物の顔の判定処理の精度と比較して、環境光等の影響を受けにくい。そのため、
本実施形態にかかる構成により、表示装置１２は、画面データの表示を切り替える制御を
より高速に、かつ使用環境によらず一定の精度で行うことが可能である。
【００８５】
　＜４．ハードウェア構成例＞
　以上、本発明の各実施形態に係る表示装置１０の動作例について説明した。上述した表
示装置１０の情報処理は、ソフトウェアと、表示装置１０との協働により実現される。以
下では、本発明の実施形態に係る表示装置１０のハードウェア構成について説明する。
【００８６】
　図１８は、本発明の実施形態に係る表示装置１０のハードウェア構成例を示すブロック
図である。表示装置１０は、ＣＰＵ９０１、ＲＯＭ９０３、およびＲＡＭ９０５、ホスト
バス９０７、ブリッジ９０９、外部バス９１１、インタフェース９１３、入力装置９１５
、出力装置９１７、ストレージ装置９１９、ドライブ９２１、接続ポート９２５、および
通信装置９２９を含む。さらに、表示装置１０は、必要に応じて、撮像装置９３１、およ
びセンサ９３３を含んでもよい。なお、表示装置１０は、ＣＰＵ９０１に代えて、または
これとともに、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）またはＡ
ＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃ
ｕｉｔ）と呼ばれるような処理回路を有してもよい。
【００８７】
　ＣＰＵ９０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、ＲＯＭ９０３、ＲＡＭ９
０５、ストレージ装置９１９、またはリムーバブル記録媒体９２３に記録された各種プロ
グラムに従って、表示装置１０内の動作全般またはその一部を制御する。なお、ＣＰＵ９
０１は、制御部２００の機能を実現する。ＲＯＭ９０３は、ＣＰＵ９０１が使用するプロ
グラムや演算パラメータなどを記憶する。ＲＡＭ９０５は、ＣＰＵ９０１の実行において
使用するプログラムや、その実行において適宜変化するパラメータなどを一時記憶する。
ＣＰＵ９０１、ＲＯＭ９０３、およびＲＡＭ９０５は、ＣＰＵバスなどの内部バスにより
構成されるホストバス９０７により相互に接続されている。さらに、ホストバス９０７は
、ブリッジ９０９を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎ
ｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部バス９１１に接続されてい
る。
【００８８】
　入力装置９１５は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチお
よびレバーなど、ユーザによって操作される装置である。入力装置９１５は、例えば、赤
外線やその他の電波を利用したリモートコントロール装置であってもよいし、表示装置１
０の操作に対応した携帯電話などの外部接続機器９２７であってもよい。また、入力装置
９１５は、マイクロフォンなどの音声入力装置であってもよい。入力装置９１５は、ユー
ザが入力した情報に基づいて入力信号を生成してＣＰＵ９０１に出力する入力制御回路を
含む。ユーザは、この入力装置９１５を操作することによって、表示装置１０に対して各
種のデータを入力したり処理動作を指示したりする。なお、入力装置９１５は、操作入力
部１３０の機能を実現する。また、入力装置９１５は、カード読取部１６０の機能を実現
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するためのカードリーダであってもよい。
【００８９】
　出力装置９１７は、取得した情報をユーザに対して視覚的にまたは聴覚的に通知するこ
とが可能な装置で構成される。出力装置９１７は、例えば、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒ
ｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）
、ＯＥＬＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ）などの表示装置、スピーカおよびヘッドホンなどの音声出力装置、ならびにプリン
タ装置などであり得る。出力装置９１７は、表示装置１０の処理により得られた結果を、
テキストまたは画像などの映像として出力したり、音声または音響などの音声として出力
したりする。なお、出力装置９１７は、表示部１４０の機能を実現する。
【００９０】
　ストレージ装置９１９は、表示装置１０の記憶部の一例として構成されたデータ格納用
の装置である。ストレージ装置９１９は、例えば、ＨＤＤなどの磁気記憶部デバイス、Ｓ
ＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）などの半導体記憶デバイス、光記憶デバイ
ス、または光磁気記憶デバイスなどにより構成される。このストレージ装置９１９は、Ｃ
ＰＵ９０１が実行するプログラムや各種データ、および外部から取得した各種のデータな
どを格納する。なお、ストレージ装置９１９は、記憶部１２０の機能を実現する。
【００９１】
　ドライブ９２１は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、または半導体メモリ
などのリムーバブル記録媒体９２３のためのリーダライタであり、表示装置１０に内蔵、
あるいは外付けされる。ドライブ９２１は、装着されているリムーバブル記録媒体９２３
に記録されている情報を読み出して、ＲＡＭ９０５に出力する。また、ドライブ９２１は
、装着されているリムーバブル記録媒体９２３に記録を書き込む。
【００９２】
　接続ポート９２５は、機器を表示装置１０に直接接続するためのポートである。接続ポ
ート９２５は、例えば、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）ポート、
ＩＥＥＥ１３９４ポート、ＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉ
ｎｔｅｒｆａｃｅ）ポートなどであり得る。また、接続ポート９２５は、ＲＳ－２３２Ｃ
ポート、光オーディオ端子などであってもよい。接続ポート９２５に外部接続機器９２７
を接続することで、表示装置１０と外部接続機器９２７との間で各種のデータが交換され
得る。
【００９３】
　通信装置９２９は、例えば、通信ネットワークＮＷに接続するための通信デバイスなど
で構成された通信インタフェースである。通信装置９２９は、例えば、有線または無線Ｌ
ＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ま
たはＷＵＳＢ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢ）用の通信カードなどであり得る。また、通信
装置９２９は、光通信用のルータ、ＡＤＳＬ（Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）用のルータ、または、各種通信用のモデムなどであっ
てもよい。通信装置９２９は、例えば、インターネットや他の通信機器との間で、ＴＣＰ
／ＩＰなどの所定のプロトコルを用いて信号などを送受信する。また、通信装置９２９に
接続される通信ネットワークＮＷは、有線または無線によって接続されたネットワークで
あり、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信、ラジオ波通信または衛星通
信などである。なお、通信装置９２９は、通信部１１０の機能を実現する。
【００９４】
　撮像装置９３１は、例えばＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）ま
たはＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎ
ｄｕｃｔｏｒ）などの撮像素子、および撮像素子への被写体像の結像を制御するためのレ
ンズなどの各種の部材を用いて実空間を撮像し、撮像画像を生成する装置である。撮像装
置９３１は、静止画を撮像するものであってもよいし、または動画を撮像するものであっ
てもよい。なお、撮像装置９３１は、撮像部１５０の機能を実現する。
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【００９５】
　センサ９３３は、例えば、ＧＰＳ（Ｇｒｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）センサ、加速度センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサなどの各種のセンサである
。センサ９３３は、例えば表示装置１０の筐体の位置や姿勢など、表示装置１０自体の状
態に関する情報等を取得する。なお、センサ９３３は、移動検出部１７０の機能を実現す
る。
【００９６】
　以上、表示装置１０のハードウェア構成の一例を示した。上記の各構成要素は、汎用的
な部材を用いて構成されてもよいし、各構成要素の機能に特化したハードウェアにより構
成されてもよい。かかる構成は、実施する時々の技術レベルに応じて適宜変更され得る。
【００９７】
　＜５．まとめ＞
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【００９８】
　例えば、上記実施形態では、表示装置１０は、カード読取部１６０によりカード３から
識別情報を読み取った場合にサーバ２から画面データを取得し、表示制御部２３１（２３
２）が取得した画面データについての表示の切り替え制御を行ったが、本発明はかかる例
に限定されない。例えば、表示制御部２３１は、顔検出部２１１（２１２）による検出結
果、および顔判定部２２１（カード判定部２２２）の判定結果に基づく制御指示をサーバ
２に送信してもよい。この場合、サーバ２は、取得した制御指示に基づいて、管理栄養士
Ｐ１または患者Ｐ２に提示するための画面のいずれかを含む画面データを生成し、生成し
た画面データを表示装置１０に送信してもよい。これにより、表示部１４０に表示させる
画面を含む画面データの容量が低減し、表示装置１０における処理負荷を低減させること
ができる。
【００９９】
　また、上記実施形態では、カード読取部１６０は、管理栄養士Ｐ１の有するカード３に
含まれる識別情報等を読み取り、また、顔判定部２２１およびカード判定部２２２は、上
記識別情報等に基づいて撮像画像に含まれる人物が管理栄養士Ｐ１であるか否かを判定し
たが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、カード読取部１６０は、患者Ｐ２の有
するカードに含まれる識別情報等を読み取り、顔判定部２２１およびカード判定部２２２
は、上記識別情報等に基づいて、撮像画像に含まれる人物が患者Ｐ２であるか否かを判定
してもよい。患者Ｐ２の有するカードは、例えば、患者Ｐ２の受診する医療機関が発行す
る診察券等であってもよい。これにより、例えば、カード読取部１６０が患者Ｐ２の有す
るカードを読み取った際に、サーバ２は患者Ｐ２に関する情報を含む画面データを生成す
ることができる。また、表示制御部２３１（２３２）は、撮像画像内に含まれる人物が患
者Ｐ２であると判定された場合に、患者Ｐ２に提示するための情報を含む画面を表示する
ことができる。
【０１００】
　また、上記実施形態では、表示制御部２３１（２３２）は、顔検出数が１ではない場合
に患者Ｐ２に提示するための画面を表示する制御を行うとしたが、本発明はかかる例に限
定されない。例えば、複数の管理栄養士が患者について議論をする際に表示装置１０を用
いることが想定される。この場合、撮像画像内に含まれる人物が複数であると検出された
が、顔判定部２２１（カード判定部２２２）により検出された人物が全て管理栄養士であ
ると判定された場合は、表示制御部２３１（２３２）は、上記複数の管理栄養士の少なく
ともいずれかに提示するための画面を表示する制御を行ってもよい。これにより、複数の
顔が検出された場合にあっても、管理栄養士は、管理栄養士に提示するための画面を閲覧



(21) JP 6668614 B2 2020.3.18

10

20

30

40

50

しながら議論することが可能である。
【０１０１】
　また、他の実施形態においては、表示装置１０は、カード読取部１６０を含まない構成
であってもよい。この場合、例えば、サーバ２は、表示装置１０からの指示に応じて、画
面データを表示装置１０に送信してもよい。例えば、サーバ２は、操作入力部１３０を介
した表示装置１０への入力に応じて、画面データを送信してもよい。また、顔判定部２２
１は、撮像画像内に含まれる人物が、管理栄養士Ｐ１であるか否かを、予め記憶部１２０
、または、サーバ２に記憶された管理栄養士Ｐ１の情報に基づいて判定してもよい。
【０１０２】
　また、他の実施形態においては、表示装置１０は、移動検出部１７０を含まない構成で
あってもよい。この場合、例えば、表示制御部２３１（２３２）は、顔検出部２１１（２
１２）による検出結果、および顔判定部２２１（カード判定部２２２）による判定結果に
基づいて、画面データの表示の切り替え制御を行ってもよい。
【０１０３】
　また、上記実施形態では、サーバ２と表示装置１０とが表示システム１を構成していた
が、本発明はかかる例に限定されない。例えば、表示装置１０の内部にサーバ２の機能が
組み込まれた表示装置または表示システムが提供されてもよい。また、表示装置１０の制
御部２００に含まれる各機能をサーバ２が有する構成であってもよい。具体的には、サー
バ２が、表示装置１０の撮像部１５０により生成された撮像画像、または移動検出部１７
０により算出された移動量等の情報を取得して、所定の処理を行い、表示装置１０の表示
部１４０に表示するための処理結果を表示装置１０に送信する構成であってもよい。
【０１０４】
　また、本明細書の表示装置１０の処理における各ステップは、必ずしもフローチャート
として記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、表示装置１０の処
理における各ステップは、フローチャートとして記載した順序と異なる順序で処理されて
も、並列的に処理されてもよい。
【０１０５】
　また、表示装置１０に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭなどのハードウェアを、
上記の表示装置１０の各構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログラムも
作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供される。
【０１０６】
　また、本発明の実施形態に係る表示装置１０は、医療機関等における管理栄養士を含む
医療従事者と患者との面談を支援するために使用されるが、適用対象は、かかる例に限定
されない。例えば、表示装置１０は、任意の業種における店舗またはサービス提供箇所等
において店員と顧客とが商品またはサービス等の契約や相談等に関する面談において適用
可能である。より具体的には、表示装置１０は、金融機関や官公庁等における顧客もしく
はサービス受益者との面談、または、教育機関等における学生もしくは学生の保護者との
面談等においても適用可能である。その他、特定の人物のみに対して開示する情報を含む
情報を参考にしながら面談を行う場合において、表示装置１０は適用可能である。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　　　表示システム
　２　　　サーバ
　１０、１１、１２　　表示装置
　１１０　通信部
　１２０　記憶部
　１３０　操作入力部
　１４０　表示部
　１５０　撮像部
　１６０　カード読取部
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　１７０　移動検出部
　２００、２０１、２０２　制御部
　２１１、２１２　顔検出部
　２２１　顔判定部
　２２２　カード判定部
　２３１、２３２　表示制御部
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